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前回、前々回は期間の計算についてお話をしまし
た。今回は「年齢」について少し考えてみたいと思いま
す。
法人税法ではあまり登場しませんが、所得税や相続
税（贈与税）に係る租税特別措置においては、「その年
の１月1日において20歳」などの言い回しが登場するこ
とがあります。

では、「2019年1月1日において20歳」であるのは、
いつ生まれた人でしょう？　2008年生まれの人でしょ
うか？
いいえ違います。それは、「2008年1月3日から
2009年1月2日の間に生まれた人」なのです。
なぜこのような中途半端なことが生じるのでしょう？

1月2日生まれは1月1日に20歳になる

実は、1月2日に生まれた赤ちゃんは1月1日に満１
歳になります。誕生日の前日に年齢が加算されるので

す。このため、2008年1月2日生まれの人は、2018
年1月1日に満20歳となります。
このような現象が生じるのは、年齢の計算が民法を
準用していて、出生日から起算して１年という期間の満
了をもって年齢が加算されることによります（年齢計算
ニ関スル法律1条、2条）。出生の日から起算(=初日算
入)して、1年という期間が満了するのは出生日の応
当日の前日の午後12時です。このため、誕生日ではな
く誕生日の前日に１歳年を取るのです。
上述のちょっと不思議な現象は、このような年齢計
算ルールにより生じるのです。

４月1日生まれは早生まれ

税法とは少し離れますが、この年齢の計算の数え方
は、就学年齢の計算にも関係しています。
学校教育法においては、「保護者は、子女の満６才に
達した日の翌日以後における最初の学年⑴の初めから
子女を小学校に就学させる義務を負う」という旨が規
定されています⑵。
これは裏を返せば、3月31日に満６歳に達している
子は、その4月1日に始まる学年から小学校に行く、と
いうことになります。上述の年齢計算により、4月1日
生まれの子は3月31日に満6歳になるので、６歳の誕生
日を迎えてすぐに就学することになります。この結果、
4月2日生まれから翌年の4月1日生まれが１つの学年
を構成することになるのです。

※ 本文中意見にわたる部分は筆者の私見でありデロイト トーマツ税理
士法人の公式見解ではありません。

⑴ ここで学年とは4月1日から3月31日を指します（学校教育法施行規則
59条）

⑵ 学校教育法17条1項
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「1月1日において20歳」の登場場面
内容 法令番号

住宅取得資金贈与(非課税)の
受贈者の要件 措法70の2

贈与税の税率の特例における
受贈者の要件 措法70の2の5

相続時精算課税における受贈
者の要件 措法70の2の6

ジュニアNISAの利用可能期
間 措法9の9 

事業承継税制(贈与税)におけ
る受贈者の要件 措法70の7、70の7の５

１歳の誕生日
おめでとう！

満１歳に
なったのは
昨日だよ

西村　美智子／中島　礼子デロイト トーマツ税理士法人
税理士

税務の“へぇ〜！”第2
特集

わが国ではポイント制度が発達しているといわれるが、収益認識基準にお
いてポイントの取扱いが示された一方、判断や処理に迷う実務上の論点が数
多く存在することが想定されている。
そこで、本特集では、第1部で収益認識基準を適用した場合の会計処理につ

いて、第2部で税務処理について解説していただいた。ポイント制度をめぐっ
ては指針等のない論点もあるが、特に税務上の共通ポイントについては私見
も交えて解説していただいているので、ぜひご一読いただきたい。

収益認識基準の適用で大きく変わる
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第１部
実務上のコア論点を整理
ポイント制度の会計処理上の留意点

一部の収益の認識が後ろ倒しになる場合も
ポイント制度の会計処理はこう変わる
引当対応すべきものが混ざる？
「別個の履行義務」となる要件の考え方
値引額をどう見積る？
ポイントの独立販売価格の算定方法
ケース解説
自社でのみ交換可能なポイントの会計処理
ケース解説
他社のポイントを付与したときの会計処理
指針等にない取扱いをどう考えるか
自社・他社ともに交換可能なポイントの会計処理
さまざまな観点からの検討が必要
収益認識基準の適用時の留意事項

第２部

Ⅰ

Ⅱ

会計と法人税は一致、消費税は不一致
ポイント制度の税務処理上の留意点

法人税と消費税が相違する場合も
自己発行ポイントの税務処理
契約内容の法的構成によって処理が異なる
共通ポイントの税務処理
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辻野　幸子（有限責任 あずさ監査法人　公認会計士）

德田　貴仁（税理士法人髙野総合会計事務所　弁護士・税理士）
中山　真一（税理士法人髙野総合会計事務所　税理士）

 訂正のご案内： 「2008年1月3日から2009年1月2日の間に生まれた人」⇒「1998年1月3日から1999年1月2日の間に生まれた人」




